
注．　　　　　　　部は、乙が管理する下水道施設とは別の需要場所（認定発電設備が存する場所）を示す。

注．　　　　　　　部は甲管理範囲（発電設備・送電設備）を示す。

（別図１）

翠ヶ丘浄化センター敷地及び発電設備敷地図
（甲が管理する範囲及び別の需要場所）
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